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■ 策定の目的 

  建物やインフラを含めた公共施設等全体についての現状と課題を明らかにし、良好な公共施設等を次世

代へ残していくために必要な方策を整理し、持続的な公共施設サービスの提供に向けた取組みを進めます。 

■ 計画の位置づけ 

  国の「インフラ長寿命化基本計画」に基づき策定する地方公共団体の行動計画であり、市総合計画に定め

られた各種個別計画の一つで、個々の施設計画の上位計画として位置付けています。 

■ 計画の対象 

  本市が保有する全ての公共施設等（建物などのハコモノ系施設(敷地含む)、道路・橋梁・下水道・公園な

どのインフラ系施設） 

■ 計画期間 

  平成２８年度から令和３７年度までの４０年間（平成２８年３月策定、令和３年１２月改定） 

 

 

■ 対象施設の現況と課題 

  昭和４０年から５０年代の人口急増期に合わせて多くの公共施設を建設されており、施設の約７割が建

築後３０年以上を経過しており、老朽化への対応が必要となっています。 

 

【ハコモノ系施設の年度別整備状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【インフラ系施設の施設保有量】    (令和 3 年時点) 

種別 保有量 

道路 ３５７，４４７ｍ 

橋りょう ２，０４３ｍ 

公園 ５７８，３３２㎡ 

下水道 ３８７，８３４ｍ 

終末処理場 １０，３３７㎡ 

綾瀬市公共施設マネジメント基本方針〔改訂版〕 ＜概要版＞ 

第１章 はじめに 

第２章 公共施設の現況、課題及び将来の見通し 

建設時期の集中 

(＝将来の更新時期の集中) 

(延床面積:千㎡) 
(人口:千人) 

※令和３年時点の施設保有量 

191,149 ㎡ 

【主な施設】 

・学校教育系施設(小中学校)：116,076 ㎡ 

・行政系施設(市役所、消防)： 31,335 ㎡ 
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■ 人口推移と将来見通し 

  本市人口は昭和 40 年頃から増加し、現在では約 84,000 人です。児童・生徒数は昭和 58 年の約 14,000

人を境に減少に転じ、現在はピーク時の半分、約 7,000 人となっています。 

  今後の人口は、令和 37 年には約 72,000 人まで減少する見込みです。また、少子高齢化の進行により、高

齢人口の増加と生産年齢人口の減少も見込まれています。 

■ 財政の現況と課題 

  一般会計歳入及び歳出は 300 億円を推移しています。歳入のうち、主な自主財源である地方税収入は約

130 億円となっていますが、生産年齢人口の減少が見込まれる中、今後の大幅な増収は見込めない状況で

す。また、歳出については、超高齢社会の到来による扶助費の増など、今後も増加が予想されています。 

■ 更新費用の将来推計 

  計画期間内の 40 年間における、公共施設等の更新(大規模改修、建替え)経費の推計額は約 1,800 億円と

なっており、施設に費やせる予算(投資的経費)を考慮すると、約６００億円の財源不足が予想されています。 

 

【ハコモノ系・インフラ系施設の年度別更新費用見込み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省が公表している「公共施設更新費用資産ソフト」等を基に試算 

 

(単位：億円)  

区   分 更新費用見込み額 投資的経費の平均 財源不足額 

ハコモノ系施設 955.5 629.5 △326.0 

インフラ系施設 801.4 548.3 △253.1 

合   計 1,756.9 1,177.8 △579.1 

 

  

(単位:億円) 

施設に費やせる予算 

(過去５年間の投資

的経費の平均) 

＝29.４億円 

約６００億円の財源不足 

【今後 40 年間の更新費用等見込み額】 
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■ 基本方針 

 人口や財政の見通しを踏まえると、今後、一斉に老朽化を迎える公共施設等を、これまでと同じ規模や手

法で建替えることは困難です。維持すべき公共施設等を選定のうえ、施設のライフサイクルコスト(建設か

ら維持管理、更新までのトータルコスト)の縮減と平準化を図るため、次の３つの方針を掲げています。 

１．適正な維持管理の推進・財源確保 

 ・予防保全型の維持管理 

 ・民間活力の導入、低・未利用資産の活用による財源確保 

２．長寿命化の推進 

 ・目標耐用年数に向けた施設の長寿命化の推進による更新コストの縮減・平準化 

３．総量の適正化・適正配置 

 ・施設機能の集約化・複合化・統廃合による総量の削減 

 ・施設の適正配置 

■ 実施方針 

 基本方針を実現するための実施方針を定めています。 

 １．点検・診断等の実施方針 

・公共施設における定期的な点検・診断等の実施による施設データの蓄積 

・施設データ基づく計画的な維持補修の徹底 など 

 ２．維持管理・修繕・更新等の実施方針 

  ・維持管理指針の策定【綾瀬市公共施設予防保全(長寿命化)指針：平成３０年度策定済】 

  ・計画的な借地の解消や維持管理業務の包括的な委託・複数施設の一括委託の検討 

  ・小規模公園の適正配置の検討 

  ・予防保全の実施、施設ごとの中・長期的な更新計画の策定 など 

 ３．安全確保の実施方針 

  ・点検・診断等による危険個所の発見と速やかな安全対策措置の実施 

  ・利用見込みのない施設の取り壊しの推進 など 

 ４．耐震化の実施方針 

  ・ハコモノ系施設の非構造部材の耐震化(※施設自体の耐震化は全施設完了) 

  ・インフラ系施設の早期の耐震化の推進 など 

 ５．財源確保の実施方針 

  ・国庫補助金等の特定財源の活用 

  ・受益者負担の適正化の推進 

  ・低・未利用資産の売却・有効活用や公有財産の貸付、ネーミングライツ制度の活用 など 

 ６．長寿命化の実施方針 

  ・維持する施設における長寿命化計画の策定と同計画に基づく計画的保全の実施によるライフサイクル

コストの縮減  

  ・施設の目標耐用年数の設定 など 

７．統廃合、複合・集約化の実施方針 

 ・施設の機能集約・複合化の検討による総量削減の実現 

 ・市民ニーズや建物性能を考慮した分析による施設の優先度の判断 

 ・利用圏域（市域・地域）に応じた施設配置バランスの適正化 

第３章 公共施設の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 
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 ・民間によるサービス提供やサービス向上が考えられる施設の民間事業者等への売却、譲渡の推進 

・近隣市町村との広域連携による施設サービスや施設配置の役割分担等の推進 

・ハコモノ系公共施設のアクションプランの策定【綾瀬市公共施設再編計画：令和２年度策定済】 など 

 ８．民間活力の活用 

・新規施設整備時や施設の維持管理における民間活力（PPP、PFI など）の導入検討  

 ９．ユニバーサルデザイン化の推進 

  ・公共施設の改修・更新時におけるユニバーサルデザインの導入の推進  

 10．環境負荷の低減 

  ・脱炭素社会実現に向け、公共施設の改修・更新時における環境負荷の低減方策の導入の推進 

■ 数値目標 

 財政推計を踏まえつつ、基本方針の実現に向けた数値目標を定めています。 

数値目標１：施設の総量削減、機能の集約・複合化による適正配置による総延べ床面積の２３％削減 

数値目標２：長寿命化によるコスト削減・平準化による更新費用の１０％削減 

■ 推進体制 

 本計画を適切かつ継続的に推進するための方針を定めています。 

１．総合的な推進体制の構築 

 ・公共資産を総合的に管理・活用する部門をはじめ、財政・管財・営繕・施設所管部門が庁内横断的に連 

携し、基本方針の実現にむけた調整、個別計画の策定、進行管理等を行う組織体制の構築 

 ・議会・市民との情報共有による市全体での認識の共有化 など 

２．施設情報の一元化 

 ・公共施設の基本情報及び維持管理や運営状況等、すべての公共施設情報の一元管理の実施 

３．フォローアップの実施 

  ・基本方針は概ね 10 年、個別計画については概ね５年を周期とし、検証と評価（PDCA）を適宜実施し、

必要に応じて計画の見直しを行う。 

 

 

  ハコモノ系施設・インフラ系施設ともに、施設類型ごとに「施設概要」、「現状・課題」、「マネジメント方

針」について記載しています。 

（例）行政系施設 ①庁舎 の場合 

■ 施設概要 

施設名 建築年度 構造・規模 延床面積(㎡) 敷地面積(㎡) 

市役所 H8 SRC・地上７・地下１階建て 22,821 29,530 

■ 現状・課題 

 

 

■ マネジメント方針 

 

 

 

 

第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

・行政機能の中枢を担う施設として、Ｈ8 年に建設されましたが約 20 年が経過し、空調設備の改修や今後

の大規模改修を見据えた計画的、効率的な施設の維持管理が必要となります。 

・施設の目標耐用年数等を設定し、計画的、効率的な長寿命化、維持管理コストの縮減を図ります。 


